
 

 
 

 

議  事  日  程 

 

」平成２７年第１回浜中町議会定例会 

平成２７年３月１９日午前１０時開議 

日   程 議案番号 議          件 

日程第 １  会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 議案第３１号 平成２７年度浜中町水道事業会計予算 

日程第 ３ 

 

発議案第１号 寡婦（夫）控除をすべてのひとり親家庭に適用すること

を求める意見書の提出について 

日程第 ４ 発議案第２号 
浜中町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

日程第 ５  閉会中の継続調査の申し出について 

（総務経済常任委員会・社会文教常任委員会・議会運営

委員会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

開会 午前１０時００分

◎開会宣告 

 

○議長（波岡玄智君） 前日に引き続き、会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配布のとおりです。 

 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第１ 会議録署名議員は、前日同様であります。 

 

◎日程第２ 議案第３１号平成２７年度浜中町水道事業会計予算 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第２ 議案第３１号を議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○議長（波岡玄智君） 議案第３１号平成２７年度浜中町水道事業会計予算について、

提案の理由をご説明申し上げます。 

収益的収入及び支出の予算総額は、収入、支出それぞれ１億９，４０６万円としてお

ります。収益的収入では、１款水道事業収益、１項営業収益、１目給水収益１億２，３

７０万円、２目その他の営業収益２０万９，０００円、２項営業外収益、１目受取利息

及び配当金３万１，０００円、２目他会計補助金５，１９０万６，０００円、３目雑収

益１万円、４目長期前受金戻入益１，８２０万４，０００円、収益的支出では、１款水

道事業費用、１項営業費用、１目浄水及び配水費は修繕費、動力費、薬品費など５，５

４２万１，０００円、２目総係費は人件費、委託費用など６，０４２万円、３目減価償

却費は５，５７０万２，０００円、４目資産減耗費は７８万４，０００円、２項営業外

費用、１目支払利息及び企業債取扱諸費１，３７２万３，０００円、２目消費税及び地

方消費税５００万円、３目雑支出１万円、３項１目予備費は３００万円を計上しており



 

 
 

 

ます。 

次に、資本的収入及び支出ですが、資本的収入では、１款資本的収入、１項１目工事

負担金２２６万７，０００円、資本的支出では、１款資本的支出、１項建設改良費、１

目メーター費８４７万９，０００円、２目工具、器具及び備品１７０万２，０００円、

２項１目企業債償還金４，７４８万１，０００円であります。 

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額５，５３９万５，０００円は、減債積

立金１，０００万円、過年度分損益勘定留保資金４，５３９万５，０００円で補てんす

るものとしております。 

以上、提案の理由をご説明しましたが、詳細につきましては、水道課長より説明させ

ますので、よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（波岡玄智君） 水道課長。 

○水道課長（酒井俊一君） （議案第３１号 補足説明あるも省略） 

○議長（波岡玄智君） これから、議案第３１号の質疑を行います。歳入・歳出一括し

て行います。ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 質疑なしと認めます。 

これから、議案第３１号の討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第３１号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３１号は、原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第３ 発議案第１号寡婦（夫）控除をすべてのひとり親家庭に適用すること

を求める意見書の提出について 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第３ 発議案第１号を議題とします。 



 

 
 

 

職員に発議案を朗読させます。 

○議事係長（山平歳樹君） （発議案第１号 朗読あるも省略） 

○議長（波岡玄智君） お諮りします。 

本案は趣旨説明、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、本案は、趣旨説明、質疑、討論を省略し、直ちに採決することに決定し

ました。 

これから、発議案第１号を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、発議案第１号は、原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第４ 発議案第２号浜中町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第４ 発議案第２号を議題とします。 

職員に発議案を朗読させます。 

○議事係長（山平歳樹君） （発議案第２号 朗読あるも省略） 

○議長（波岡玄智君） お諮りします。 

本案は、趣旨説明、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、本案は趣旨説明、質疑、討論を省略し、直ちに採決することに決定しま

した。 

これから、発議案第２号を採決します。 

お諮りします。 



 

 
 

 

本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、発議案第２号は、原案のとおり可決されました。 

 

◎日程第５ 閉会中の継続調査の申し出について 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第５ 委員会の閉会中の継続調査の件を議題とします。 

各常任委員会委員長及び議会運営委員会委員長から、目下、委員会において調査中の

事件について、会議規則第７５条の規定によって、お手元にお配りした申出書のとおり、

本年４月３０日までの閉会中の継続調査の申し出がありました。 

お諮りします。 

各委員長からの申し出のとおり、本年４月３０日までの閉会中の継続調査とすること

に、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、各委員長から申し出のとおり、本年４月３０日までの閉会中の継続調査

することに決定しました。 

 

◎追加日程の議決 

 

○議長（波岡玄智君） お諮りします。 

ただいま町長から、議案第３２号及び議案第３３号が提出されました。 

これを日程に追加し、直ちに議題にしたいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３２号及び議案第３３号を日程に追加し、直ちに議題とすること



 

 
 

 

に決定しました。 

 

◎日程第６ 議案第３２号町道の管理瑕疵に伴う車両事故被害者に対する損害賠償

に関する示談について 

◎日程第７ 議案第３３号町道の管理瑕疵に伴う車両事故被害者に対する損害賠償

について 

 

○議長（波岡玄智君） 日程第６ 議案第３２号及び日程第７ 議案第３３号を議題と

します。本案いついて、提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（松本博君） 議案第３２号及び議案第３３号につきましては、関連があります

ので、一括で提案の理由をご説明申し上げます。 

初めに、議案第３２号町道の管理瑕疵に伴う車両事故被害者に対する損害賠償に関す

る示談について提案の理由をご説明申し上げます。 

本事故につきつきましては、去る３月７日午前９時３０分頃浜中町茶内西１６線１１

０番地先、町道茶内原野西１５線南４号道路で発生した車両損傷事故で、損傷車両は野

付郡別海町中西別１５０番地の５、有限会社渡邊産業代表取締役渡邊敬丈さん所有車両

の中型トラックであります。 

事故の概要は、町道走行中に車線左側路肩に崩れ落ちてきた雪の塊に衝突し車両の左

バンパー及びヘットライトを損傷したもので、損害額は２８万２，１５０円であります。

この為全国町村会総合賠償保証保険会社の査定により、過失割合を町の過失１００％と

し、相手車両損害額等の全額を町が負担することで示談を交わすものであります。 

議案第３３号、町道の管理瑕疵に伴う車両事故被害者に対する損害賠償については、

前議案でご説明申し上げました、相手車両への損害賠償について議決をいただくもので

あります。 

町が管理する道路につきましては、日頃より維持管理を行い、走行車両等の使用に支

障のないように管理しているところですが、この度の事故は誠に遺憾であり、今後この

ような事故が起きないよう維持管理に万全を期して参りますので、よろしくご審議くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長（波岡玄智君） これから、議案第３２号の質疑を行います。ありませんか。 



 

 
 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 質疑なしと認めます。 

これから、議案第３３号の質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 質疑なしと認めます。 

これから、議案第３２号の討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第３３号の討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第３２号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３２号は、原案のとおり可決されました。 

これから、議案第３３号を採決します。 

お諮します。 

本案は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３３号は、原案のとおり可決されました。 

 

◎閉会宣言 

 

○議長（波岡玄智君） お諮りします。 

本定例会に付議された案件の審議は全部終了しました。 

したがって、会議規則第７条の規定により、閉会したいと思います。 



 

 
 

 

これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（波岡玄智君） 異議なしと認めます。 

したがって、本定例会は閉会することに決定しました。 

これをもって、平成２７年第１回浜中町議会定例会を閉会します。 

ご苦労さまでした。 

（閉会 午前１０時３２分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

以上のとおり会議の次第を記載し、その相違ないことを証明するため署名する。 

 

 

      

 

   浜中町議会  議  長 

 

          議  員 

 

          議  員 

 

 


